
駅業務日誌を使ったＪＲ東海労への
攻撃を許さないぞ！！

新幹線三河安城駅で駅業務日誌に、ＪＲ東海労組合

員に対する記述に「事実でないこと」「業務中の些細な

出来事をことさら悪く書き入れる」などの、誹謗・中傷が

日常的に行われていたことが明らかになった。

今回の事象は組合員個人への人権侵害であると共

に、ＪＲ東海労への攻撃である。

私たちの主張は

・ＪＲ東海会社に、人権

侵害にあたる誹謗・中傷

をやめさせること。

・主任レポートの代わり

となる駅日誌に社員個

人の評価を記入させな

いこと。

等を求め「申１３号」を提

出しました。
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